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高等学校等就学支援金受給資格認定申請のお知らせ 
 

令和７年４月より、国における高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の支給におい
て、全世帯を対象として所得制限が事実上撤廃（いわゆる「高校無償化」）される予定です。 
就学支援金の支給を受ける場合（高校無償化となる）には、受給資格認定申請（収入状況の提出）

が必要となります。 

全員必ず申請の手続きをしてください。申請を行うことで全世帯が就学支

援金の支給対象（高校無償化）となります。 
 

記 

   

１ 必要な手続きについて 

(1) 高等学校等就学支援金手続区分判定チャート（別紙１）に沿って手続区分を確認し、申請書類一

覧（別紙２）により必要な手続きを行ってください。 

 (2) オンライン申請システム（e-shien）の操作マニュアルおよび書類の記載例は学校ホームページ 

に掲載しています。以下のURL・QRコードから入れます。参照の上、手続きを行ってください。 
 

学校のホームページ（事務室のページ）  

http://www.sapporokita.hokkaido-c.ed.jp/office  

 

(3) 返信用封筒のチェック欄に、選択した手続区分（Ａ～Ｄ）について○を必ず付けてください。 

 

２ 提出期限等について 

 ・書類提出が必要な方 … 判定チャートの結果がＣ・Ｄ区分の方 

  令和７年３月25日（火）までに必要書類を返信用封筒に入れ、提出してください。 

 ・オンラインで手続きする方 … 判定チャートの結果がＡ・Ｂ区分の方 

  令和７年４月３日（水）までにオンライン申請システム(e-shien)で手続きを行ってください。                                  

 

３ 留意事項 

(1) 高等学校等就学支援金申請システム（e-shien）へは以下のURL・QRコードから入れます。 

e-shienシステム：https://www.e-shien.mext.go.jp/ 
  

 (2) e-shienシステムにログインするには、同封しましたIDとパスワードが必要です。本IDとパスワー 

ドは在学期間中変更のないものですので、取り扱いにはご注意ください。 

  (3) 就学支援金制度については、現在国会で審議中のため、今後、内容に変更がある場合があります。 

 (4) 就学支援金の申請を行わない方（授業料を納付する方）は、事務室担当者までお電話をください。 

この件に関するお問い合わせ 

北海道札幌北高等学校事務室 

担当:大高 TEL:011-736-3191 

http://www.sapporokita.hokkaido-c.ed.jp/office
https://www.e-shien.mext.go.jp/

